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NPO法人 

創立 5周年 感謝の集い 近づく 

 

[日時] 2010 年 9 月 5 日 日曜日 午前 10 時 30 分受付開始 午前 11 時 開式。 

[場所] つるぎ 恋月  会議室  上市町湯上野 1   tel.076-472-6333 

             記念講演  『地域の中で 普通の暮らし』 

           NPO法人 しおんの家 理事長 山田和子氏 

           (富山県認知症グループホーム連絡協議会・会長) 

      

  

 

プロフィール 

 1948 年 11 月 生まれ。富山市八尾町出身。 

 富山市社会福祉協議会にホームヘルパーとして 9 年間勤務の後、 

 1999 年 5月 「しおんの家」設立。富山県内、初のグループホームを 

富山市水橋に開設。 

 1999 年 9月 8日  NPO 法人 認証。 

 「愛」と「望」と名づけられた 2つのグループホーム 

 富山型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、ｼｮｰﾄｽﾃｲも併設した小規模多機能ホームを運営している。 

 2009 年に 新規に結成された『富山県認知症グループホーム連絡協議会』** 

  の第 1期 会長に就任。 

    **   富山県内 グループホーム 87事業所中  64事業所 加入 

      そのﾕﾆｯﾄ  136 ﾕﾆｯﾄ中   102 ﾕﾆｯﾄ  加入 

      かみいち福祉の里も 加入 

                         

 午前 11時 45分～午後 1時頃 懇談 昼食会 

                    LIGHTSトリオによる演奏 

                    パーカッション       矢地  真也 

                    ボーカル          布上  智子 

                    ギターリスト         小泉 康之介 

      50名余りの皆様の 参加が見込まれています。 
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ニュース短信 

  ◎  ことしも “鈴虫” が 鳴いています……毎夏 ナチュラリストの武田宏氏(元・教

師)より グループホームへ 2籠の鈴虫が 届きます。 

     涼しそうに 鳴いています。 

◎ 当 NPO法人の 平成 22年度第二回理事会が 来る 9月 13日 月曜日 午後 5時 

30分～7時 30分に 浄泉寺で 開催されます。 

 

 

日本認知症グループホーム協会 

富山県支部 設立総会が 開催されます。 

 

[日時] 2010年 9月 2日 木曜日 午後 1時 30分～ 

[場所]  ANAクラウン プラザ ホテル富山 3F 

奥井健一理事長、森勇事務局長、坂井美喜子グループホーム管理者が 参加予定です。 

 

 

千葉県浦安市で 

第 1回 日本認知症グループホーム大会 

 

[日時] 2010年 9月 27日(月)9時 受付開始～9月 28日(火)午後 1時 30分 終了 

[場所] 千葉県浦安市舞浜 1-7  東京ベイホテル東急  tel.047-355-2411 

分科会  「認知症の人の日常生活支援から 終末ケアの取組みについて」 

      「認知症の人と家族を支える地域の仕組みと 地域づくり」他多彩なプログラムが用意さ

れています。 

当グループホームからは 坂井美喜子・管理者(看護師長、ケアマージャー・理事)が 参加します。 

 

パートタイマー就業規則を 制定 

『正職員への転換制度』も 新設しました。 

 

2010年 8月 4日 富山労働局より来社があり、「パートタイム労働法に関するヒアリング」がおこなわ

れました。8 項目にわたる実査の中で、 (5)パートタイム労働者から 通常の労働者への転換を推

進するための措置が講じられていない。との指摘がありました。 

急ぎ パートタイマー就業規則を制定して、魚津労働基準監督署へ 8月 11日に 届出しました。 

あわせて、2010年 4月 1日に遡及し、「正職員への転換制度」を 新設しました。 

パート S 子さんから “フルタイムで 働きたい”との 申し出があり、8月 1日より 正

職員へ転換しました。転換 第一号。健康保険証も交付されました。 

 


